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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防水扉における隣接する扉間の起立状態における止水構造であって、
隣接する扉の両側の下部に亘って配設した下部止水部材と、隣接する扉の両側の間を閉塞
する連装部材とを有し、
前記下部止水部材は前記両側の扉の側面から下面に亘って配設した断面略Ｌ字形状であり
、
前記連装部材は下端側に止水突部を有し、前記止水突部が前記下部止水部材に押圧接触し
ていることを特徴とする防水扉の止水構造。
【請求項２】
　前記隣接する扉の両側の底部で前記下部止水部材を押圧した際に生ずる浮き上がり境界
部を前記連装部材の止水突部が押圧することを特徴とする請求項１記載の防水扉の止水構
造。
【請求項３】
　前記下部止水部材は、取り替え可能になっていることを特徴とする請求項１又は２記載
の防水扉の止水構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の扉を起立させて防水する連装式の防水扉の連装構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　大雨や洪水時等に、建築物内，地下道内，駐車場内等の施設内に水が浸入しないように
出入口を一時的に閉塞するための防水扉装置が採用されている。
　この種の防水扉装置は、平常時に出入口の床面や路面等の通路面下に収納しておき、大
雨や洪水が発生した時に防水扉を起立させ、出入口を塞ぐようにした起上式のものがある
。
　防水扉の起立回動操作を駆動源にて自動操作する自動タイプと、人が起立回動させる手
動タイプの２種類がある。
　出入口の間口幅が広くなると防水扉が大きく、重量も重くなり、人が起立回動させるの
が大変である。
　また、電動による自動タイプにあっては、停電が発生するとハンドル操作等にて起立動
作をさせなければならない。
　そこで複数の扉に分割し、個々の扉を人力で起立させ、それらの扉間を別の閉塞手段で
塞ぐ構造が提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、連装部分に位置する高硬度材からなる硬質シール部材と軟質シ
ール部材との組み合せからなる連装構造を開示するが、これでも止水能力が不充分であり
、シール部材のメンテナンスが大変である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４４４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、複数の扉からなる防水扉装置であって、隣接する扉間の連装部の止水性に優
れ、止水部材のメンテナンスが容易な防水扉の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、防水扉における隣接する扉間の起立状態における止水構造であって、隣接す
る扉の両側の下部に亘って配設した下部止水部材と、隣接する扉の両側の間を閉塞する連
装部材とを有し、前記下部止水部材は前記両側の扉の側面から下面に亘って配設した断面
略Ｌ字形状であり、前記連装部材は下端側に止水突部を有し、前記止水突部が前記下部止
水部材に押圧接触していることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る防水扉は、複数の扉を個々に起立回動させ、隣接する扉間の連装部分を下
部止水部材と連装部材とで止水する構造としたものである。
　扉は収納時にパネル状の表面となり、起立状態ではパネル表面の基部側となる下部の側
面（パネル表面の基部側）から底部側に亘って下部止水部材を配設するにあたって、下部
止水部材を両側の扉の側面から下面に亘って接するように断面略Ｌ字形状にした点に特徴
がある。
　なお、下部止水部材の扉の下部の側面に位置する部分は、扉のパネル部の下部を止水す
るベルト状のシール材の間に納まり連装される。
【０００８】
　このようにすると、両側の扉の下面で下部止水部材のシール面（パッキンの表面）を押
圧することになり、下面で押圧されない部分に浮き上がり部ができる。
　この浮き上がり境界部には断面三角形状の小さなへこみ部が生じ、この部分から漏水す
るのを抑えるのが防水の信頼性向上につながる。
　そこで本発明は、前記隣接する扉の両側の底部で前記下部止水部材を押圧した際に生ず
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る浮き上がり境界部を前記連装部材の止水突部が押圧するようにするのが好ましい。
【０００９】
　本発明において、下部止水部材は取り替え可能になっているとメンテナンス性が向上す
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る防水扉の止水構造にあっては、隣接する両側の扉の下部側面から底部を下
部止水部材でシールし、横方向に収納された状態ではパネルの裏側となる方向から、両側
の扉間の隙間をバー状の連装部材でシールし、この連装部材の下端部が下部止水部材を押
圧した状態になるので止水の信頼性が高い。
【００１１】
　また、個々の扉は人の力で起立させることができる大きさにしつつ、この扉を複数連装
させることで、間口の広い出入口であっても手動タイプの防水扉装置にすることができる
。
　この場合に本発明において、連装部材が着脱式なので扉の起立順序に制限がなく、どの
扉からでも複数の人員で起立作業が可能であり、作業時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る連装部の止水構造を提供した防水扉装置の例を示す。
【図２】（ａ）は隣接する扉の間を閉塞するための連装部材を取り外した状態、（ｂ）は
装着した状態を示す。
【図３】扉の連装部分の正面図を示す。
【図４】（ａ）～（ｃ）は扉を起立方向に回動する動きの説明図であり、（ｄ），（ｅ）
は扉の下端部がパッキンを押圧する状態の説明図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は連装部材を取り付ける流れを示し、（ｅ）～（ｈ）はガイド部
付近の拡大図を示す。
【図６】扉の下部及び連装部材と下部止水部との位置関係を示す。
【図７】（ａ）は扉の下部がパッキンを押圧する前、（ｂ）～（ｄ）はパッキンの浮き上
がり部を連装部材が押圧止水する動きを示す。
【図８】（ａ）～（ｃ）は下部止水部材の構造例を示す。
【図９】連装部材を使用していない状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る止水構造例を以下図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明に係る連装構造を適用した防水扉の構造例を示す。
　通常は、扉１０，扉２０を収納部１に倒し込み、水平状態に収納してある。
　なお、扉の数は出入口の間口の広さに合せて設定され、その数に制限はない。
【００１４】
　大雨が降った場合等の非常時には、人の力で各扉を起立方向に回動させる。
　図１では、収納部１の前壁１ａ側から後壁１ｂ側に向けて雨水等が流れ込むことになる
。
　人が扉を起立方向に回動させる際に、コイルバネ等からなる弾性復元装置２にて回動ア
ーム３が扉を起立方向に押圧し、扉の起立をアシストする。
　扉が起立方向に回動する際に、下端側が後壁１ｂの内側に干渉しないように、扉を手前
にスライドさせて起立させ、最後には扉の下部を後壁１ｂの内側に取り付けたベルト状の
シール部材（弾性パッキン）に向けて押圧するようにスライドさせる、スライド支持カム
装置５を有する。
　後壁１ｂの内側に横方向に取り付けてある弾性パッキン１ｃを図６では２点鎖線で示し
てある。
　扉の起立させた状態を維持するのにリンク状のアームからなる起立保持装置４を設けて
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ある。
【００１５】
次に、隣接する扉１０，２０の間に連装部材３０を図２に示すように装着することになる
。
　その状態の正面図を図３に示す。
　扉を起立させると、両側の扉１０，２０の下端コーナー部は、図４に示すように下部止
水部材４０に設けた断面Ｌ字形状のパッキン４５を押圧し、次に連装部材３０を両扉の間
に取り付けると、図５に示すように連装部材３０の下端部に設けた止水突部３６がパッキ
ン４５の底部止水部４５ａを押圧する。
　その位置関係を図６に示す。
【００１６】
　次にその構造を詳細に説明する。
　隣接する扉１０，２０の下部コーナー部間に亘って、下部止水部材４０を配置してある
。
　扉１０，２０は、パネル部１０ａ，２０ａと、フレーム部１０ｂ，２０ｂとからなり、
フレーム部に沿って上側にカンヌキ１３の受け部１１，２１を有し、下側に後述する連装
部材３０に設けた差込みピン３３をガイドするガイド部１２，２２を有する。
　カンヌキ１３は、端部を一方の扉に回動自在に軸支部１３ａにて軸着してあり、つまみ
１３ｂを持って、他方に扉側に回動すると、図２（ｂ）に示すようにカンヌキ１３が連装
部材３０の上側に設けた受け部３２に嵌まり込み、連装部材３０の上端側が手前に倒れ込
むのを防止している。
【００１７】
　連装部材３０は、図２（ａ）に示すようにバー状の角材からなるベース部材３１の扉側
にシール部材３７を貼り付けてあり、手前側に取手３５を取り付けてある。
　取手３５の上側には、受け部３２を有し、下側に支持部３４を介して差込みピン３３を
固定してある。
　連装部材３０の下端部は、下部止水部材４０のパッキン４５を上側から押圧する突辺状
の止水突部３６を有する。
【００１８】
　本実施例では、下部止水部材４０を取り替え可能にユニット化されている。
　その構造例を図８に示す。
　ベースプレート４１に、パッキン４５を装着するケース体４２をボルト４２ｆにて固定
してある。
　ケース体４２の両側には、固定プレート４３，４４の固定部４２ｄをアーム状に設けあ
る。
　ケース体４２は、パッキン４５の載置面４２ａの両側に立接した側壁４２ｃと、パッキ
ン４５のストッパーとなる前壁４２ｂを有するケース体４２に、断面略Ｌ字形状のパッキ
ン４５を収容する。
　固定部４２ｄに対して、後端側を軸部４３ａ，４４ａにて回動自在に軸着し、先端側に
膨らみ部４３ｃ，４４ｃを形成した固定プレート４３，４４を取り付けてある。
　ケース体４２にパッキン４５を収容し、固定プレート４３，４４の膨らみ部４３ｃ，４
４ｃでパッキン４５を前壁４２ｂ側に押圧した状態で、この固定プレート４３，４４の取
付孔４３ｂ，４４ｂを介して、ボルト４６を用いて固定部４２ｄに設けためねじ部４２ｅ
に螺着する。
　これにより、下部止水部材４０を収納部１から取り外し、パッキン４５を取り替えるこ
とができる。
　パッキン４５は、両側の扉コーナー側下面が押圧する底部止水部４５ａと、これから断
面Ｒ形状のコーナー止水部４５ｄを介して立ち上げた下部側面止水部４５ｂを形成してあ
る。
　この下部側面止水部４５ｂの扉側（前方）の押圧部４５ｃは図６に示す弾性パッキン１
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ｃのシール部と同じ高さに位置する平面状になっている。
【００１９】
　次に扉を起立させ、連装部材３０を取り付ける流れと、その作用を説明する。
　下部止水部材４０に取り付けたパッキン４５は、図６に示すように両側の扉の下部に横
方向に取り付けたベルト状のシール部材（弾性パッキン）１ｃ，１ｃの間に下部側面止水
部４５ｂが両側から圧縮された状態で配置されている。
　この状態で扉を起立させると、図４（ｅ）の状態から（ｄ）の状態になるように、扉１
０，２０の下面のコーナー側がパッキン４５の底部止水部４５ａを上側から下方向に向け
て押圧しつつ、扉のスライドによりパネル２０ａ（１０ａ）の下部側の側面でパッキンの
押圧部４５ｃを押圧するとともに、断面Ｒ形状の凹状に形成したコーナー止水部４５ｄを
パネルのコーナー部で押圧する。
　この状態では、図７（ｂ）に示すようにパッキンの底部止水部４５ａに押圧されない部
分が浮き上がる凸部ａと境界部ｂに断面小さな三角形状の隙間が出現する場合がある。
　そこで、図５に示すように連装部材３０を取り付けることで、両側の扉の間を閉塞する
とともに、この境界部ｂを止水する。
　連装部材３０の差込みピン３３を扉側のガイド部１２，２２に差し込む。
　図５は、扉２０を代表に示してある。
　ガイド部２２は、傾斜部２２ａと、収容凹部２２ｂとを有し、連装部材３０をガイド部
２２に沿って押込むと、差込みピン３３がガイド部２２の傾斜部２２ａに沿って下方に移
動しながら扉側に引き寄せられ、収容凹部２２ｂに差込みピン３３が納まる際にはコツン
と音がし、差込み完了を確認することができる。
　この動きにより、連装部材３０の下端側に設けた止水突部３６が図７（ｃ），（ｄ）に
示すように、境界部ｂを止水する。
　この状態では、図５（ｃ）に示すように連装部材３０は、上部が前方に傾いた状態にな
るので、カンヌキ１３を図２（ｂ）の状態に廻して連装部材３０を起立させ、シール部材
３７にて扉の間を閉塞する。
【００２０】
　なお、連装部材３０は、止水時にすぐに取り出せるように図９に示すように両側の扉の
一方の隣接側にフック部２３ａ，２３ｂを設けて引っ掛けた状態にしてある。
【符号の説明】
【００２１】
１　　　　収納部
１ａ　　　前壁
１ｂ　　　後壁
２　　　　弾性復元装置
３　　　　回動アーム
４　　　　起立保持装置
５　　　　スライド支持カム装置
１０　　　扉
１０ａ　　パネル部
１０ｂ　　フレーム部
１１　　　受け部
１２　　　ガイド部
１３　　　カンヌキ
１３ｂ　　つまみ
２０　　　扉
２０ａ　　パネル部
２０ｂ　　フレーム部
２１　　　受け部
３０　　　連装部材
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３１　　　ベース部材
３２　　　受け部
３３　　　差込みピン
３４　　　支持部
３５　　　取手
３６　　　止水突部
３７　　　シール部材
４０　　　下部止水部材
４１　　　ベースプレート
４２　　　ケース体
４３　　　固定プレート
４４　　　固定プレート
４５　　　パッキン
４５ａ　　底部止水部
４５ｂ　　下部側面止水部
４５ｃ　　押圧部
４５ｄ　　コーナー止水部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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